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「お客様本位の業務運営方針」取組状況のご報告 

 

株式会社ゲインは、『私たちはみんなの幸せを創造します』を経営理念とし、それを実現するため

に地域に密着した社員が、お客様に最善な保障（補償）のご提案と安心をお届けします。 

その約束を守るため、２０２4 年度の取り組みおよびその成果の指標（ＫＰＩ※）をご報告いたします。 

（※）ＫＰＩ＝key performance indicator の略 企業目標達成度を評価するための業績指標 

 

【取組１：生命保険契約の継続率】 

当社では 37 ヶ月未満の解約、失効、クーリングオフを早期消滅契約とし、決算期毎に 7 か月、

13 か月、37 ヶ月の継続率を算出しております。 

 

  2021年度末 2022年度末 2023年度末 2024年度末 2025年度末 

７か月継続率 99.55% 99.00% 99.50% 99.45% 98.60% 

１３か月継続率 98.54% 98.33% 98.23% 97.56% 97.13% 

３７か月継続率 94.67% 94.73% 95.05% 92.53% 93.19% 

 

 

■継続率の算定方法 

①お預かりしている契約のうち、決算年度末前 6 か月の間に成立した契約件数を１００とし、決算年度末翌日時点で契約が継続さ

れている件数の割合 

②お預かりしている契約のうち、決算年度末前 12 か月の間に成立した契約件数を１００とし、決算年度末翌日時点で契約が継続

されている件数の割合 

③お預かりしている契約のうち、決算年度末前 36 か月の間に成立した契約件数を１００とし、決算年度末翌日時点で契約が継続

されている件数の割合 

※ 「原則２ 本文」 「原則２ （注）」 に該当 
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【取組２：損害保険（自動車保険）の更改率】 

2024 年度（2024/3/1～2025/2/28） ： 93.72％ 

（対面販売による主力の保険会社にて算定） 

■更改率の算定方法 

決算期毎に期間中に更新が訪れた契約件数を分母とし、そのうち同一保険会社で更新した件数を分子とし算定 

※ 「原則２ 本文」 「原則２ （注）」 に該当 

 

【取組３：外販用携行販売 BOOK・ IQ システムの活用の使用率】 

拠点毎に一年に一度実施される内部監査により、確認しております。 

2025/３～2026/2：対象募集人 64 名（100％確認） 

※ 「原則３ 本文」 に該当 

 

【取組４：生命保険募集プロセスの詳細点検の実行】 

募集人毎に毎月一件の募集プロセスについて、コンプライアンス室が点検を行っております。ご意

向の把握、ご説明・確認事項の漏れの有無、ご提案内容、決定理由などを点検し、指導が必要な

募集人には適宜指導を行っております。 

 

※ 「原則３ （注）」 に該当 

 

件数 発生割合 件数 発生割合

2025/3点検分（2025/2申込分） 60 0 0.00% 9 15.00%

2025/4点検分（2025/3申込分） 60 0 0.00% 10 16.67%

2025/5点検分（2025/4申込分） 56 0 0.00% 12 21.43%

2025/6点検分（2025/5申込分） 56 0 0.00% 5 8.93%

2025/7点検分（2025/6申込分） 56 0 0.00% 16 28.57%

2025/8点検分（2025/7申込分） 60 0 0.00% 11 18.33%

2025/9点検分（2025/8申込分） 62 0 0.00% 11 17.74%

2025/10点検分（2025/9申込分） 62 0 0.00% 9 14.52%

2025/11点検分（2025/10申込分） 61 0 0.00% 11 18.03%

2025/12点検分（2025/11申込分） 62 0 0.00% 11 17.74%

2026/1点検分（2026/12申込分） 60 0 0.00% 14 23.33%

2026/2点検分（2026/1申込分） 62 0 0.00% 13 20.97%

2025年度合計 717 0 0.00% 132 18.41%

重要な指導
点検対象数

軽微な指導
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【取組５：コンプライアンス・募集プロセス研修の実施】 

２０２6 年１月から２月にかけて、すべての募集人に対し個別で研修を実施しました。禁止事項や

個人情報保護等に関する認識の確認および指導（コンプライアンス）、ご提案までに必要な情報の

収集や保険募集時の重要事項の説明（免責事由などの不利益事項、乗換時の不利益事項、お客

様が負担をすべき手数料など）などにおいて確認および指導（募集プロセス）を行いました。 

2025 年度：対象募集人 53 名（96％確認（1 名育休取得中につき未実施）） 

※ 「原則４ 本文」 「原則５ 本文」 「原則５ （注１）」 「原則５ （注３）」 「原則５ （注４）」 「原則５ （注５）」

「原則６ 本文」 「原則６ （注１）」 「原則６ （注４）」 「原則６ （注５）」 に該当 

 

【取組６：自主点検の実施】 

３ヶ月毎に一回、部署・拠点毎に全社員が自主点検を実施し、提出を義務付けております。 

2025 年度：自主点検提出率１００％（育休取得中の募集人を除く） 

※ 「原則７ 本文」 「原則７ （注）」 に該当 

 

【取組７：内部監査・外部監査の実施】 

拠点毎に一年に一度以上、監査部による内部監査を実施し、指摘事項や改善状況を毎月の定例

会議および事務会議にて共有しております。。 

202５/３～202６/2：対象拠点数 1６拠点（１００％実施） 

 

また 202５年 3 月には保険クリニック事業のフランチャイザーである株式会社アイリックコーポレ

ーションによる外部監査を実施。すべての項目に「適正」判定をいただき、３点の業務品質レベル

の向上に向けての指導をいただきました。 

202５/3～202６/2：対象拠点数 10 拠点（１００％実施） 

※ 「原則７ 本文」 「原則７ （注）」 に該当 
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【取組８：定例会議・事務会議の実施】 

毎月１回全募集人による定例会議、事務スタッフによる事務会議を実施し、お客様の声・不祥事

故・早期消滅契約の件数や理由を毎月共有しました。またコンプライアンス研修を毎月行い、テス

ト形式にて知識の確認を行いました。コンプライアンス研修の内容やその他実施した研修などは

以下の通りです。 

 コンプライアンス研修 その他研修 

202５/3 意向把握・確認義務 

兼業・副業に関する社内ルール 

アフラック生命、「新がん保険 ミライト」 

2025/4 重要事項説明、情報提供  

2025/5 比較推奨販売 オリックス生命、「収入保障保険」 

2025/6 継続教育研修（アフラック生命）  

2025/7 禁止行為、不適切行為 ＦＷＤ生命、「変額一時払年金」 

2025/8 特定保険契約 メットライフ生命、「ライフインベスト ネクスト」 

2025/9 高齢者ルール、障害者差別防止法 ネオファースト生命、「ネオｄｅがんちりょう」 

第一フロンティア生命、「プレミアストーリー

5」 

アフラック生命、「主力商品全般」 

2025/10 募集資料の取扱い メットライフ生命、「ビーウィズユープラスⅡ保

障重視」 

2025/11 保全対応、未収・失効対応 ＳＯＭＰＯひまわり生命、「変額保険ｖ1・ｖ2」 

マニュライフ生命、「こだわり減額保険ｖ2」 

2025/12 不適切事案、苦情管理 なないろ生命、「なないろがん保険楯」「なな

いろメディカル兎」 

メットライフ生命、「My Flexi」「My Flexi 

Gold」「ガードネクスト」  

2026/1 個人情報保護 アフラック生命、「あんしんパレット」 

メディケア生命、「一時払がん医療終身保険」 

メットライフ生命、「変額介護終身保険」 

2026/2 法令順守、犯罪収益移転防止法、 

公的保障制度 

三井住友海上あいおい生命生命、「医療保

険」「緩和型医療保険」 

定例会議開催回数 12 回・事務会議開催回数 12 回 

※ 「原則 7 本文」 「原則 7 （注）」 に該当 
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【取組 9：委託元保険会社に対する情報提供について】 

2025 年 2 月度より、生命保険新契約に関する社内報告のシステムを改善しました。これにより、

保険商品やお客様の属性等に紐付いた新契約の販売動向分析が可能になり、委託元保険会社

からの情報提供の要請に対応可能となっております。（2026 年 3 月現在、委託元保険会社から

の情報提供の要請はありません。今後要請がありましたら、必要に応じて収集するべき情報の項

目を追加してまいります。） 

※ 「原則 6 （注 6）」 「補充原則 3 （注 3）」 「補充原則 4 本文」 「補充原則 4 （注 2）」 に該当 

 

【取組 10：委託元保険会社が行う取組みの把握について】 

委託元保険会社の商品研修の際には、その商品の開発背景や想定されるお客様の属性等につい

ても積極的に情報提供を求めます。必要に応じてこの情報を活用し、委託元保険会社の想定等

に沿った営業活動を行います。 

※ 「原則 6 （注 7）」 「補充原則 3 本文」 「補充原則 3 （注 2）」 「補充原則 5 本文」 「補充原則 5 （注

1）」 「補充原則 5 （注 2）」 に該当 

 

弊社では複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨しておりません。 

※ 「原則 5 （注２）」 「原則６ （注２）」 に該当 

 

弊社では金融商品の組成は行いません。 

※ 「原則 6 （注３）」 「補充原則 1」 「補充原則 2 本文」 「補充原則 2 （注 1）」 「補充原則 2 （注 2）」 「補

充原則 3 （注 1）」 「補充原則 4 （注 1）」 「原則 4 （注３）」 に該当 

 


